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災害関連緊急

急傾斜地崩壊対策事業に

関する説明会

【南幸町13地区】

広島県西部建設事務所広島県西部建設事務所広島県西部建設事務所広島県西部建設事務所
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平成平成平成平成30303030年年年年11111111月月月月27272727日日日日

海田南コミュニティホーム海田南コミュニティホーム海田南コミュニティホーム海田南コミュニティホーム
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気象の概況気象の概況気象の概況気象の概況・・・・7777月月月月4444日に日本海中部で台風日に日本海中部で台風日に日本海中部で台風日に日本海中部で台風7777号が温帯低気圧に変わり，温帯低気圧からのびる梅雨前線が西日本号が温帯低気圧に変わり，温帯低気圧からのびる梅雨前線が西日本号が温帯低気圧に変わり，温帯低気圧からのびる梅雨前線が西日本号が温帯低気圧に変わり，温帯低気圧からのびる梅雨前線が西日本に停滞し，温かく湿った空気が流れ込んだため，に停滞し，温かく湿った空気が流れ込んだため，に停滞し，温かく湿った空気が流れ込んだため，に停滞し，温かく湿った空気が流れ込んだため，6666日昼過ぎから日昼過ぎから日昼過ぎから日昼過ぎから7777日朝にかけて大雨となり，日朝にかけて大雨となり，日朝にかけて大雨となり，日朝にかけて大雨となり，22222222市町に市町に市町に市町に大雨特別警報が発表された。大雨特別警報が発表された。大雨特別警報が発表された。大雨特別警報が発表された。・・・・7777月月月月6666日日日日12:0012:0012:0012:00～～～～7777月月月月7777日日日日12:0012:0012:0012:00のののの24242424時間雨量は，南西部，南東部，北東部で時間雨量は，南西部，南東部，北東部で時間雨量は，南西部，南東部，北東部で時間雨量は，南西部，南東部，北東部で200mm200mm200mm200mm以上を観測した。以上を観測した。以上を観測した。以上を観測した。北東部の特に多いところでは北東部の特に多いところでは北東部の特に多いところでは北東部の特に多いところでは250mm250mm250mm250mm以上，南西部の特に多いところでは以上，南西部の特に多いところでは以上，南西部の特に多いところでは以上，南西部の特に多いところでは350mm350mm350mm350mm以上を観測した。以上を観測した。以上を観測した。以上を観測した。（１）平成（１）平成（１）平成（１）平成30303030年年年年7777月豪雨の概要月豪雨の概要月豪雨の概要月豪雨の概要
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過去の災害における気象状況の比較過去の災害における気象状況の比較過去の災害における気象状況の比較過去の災害における気象状況の比較

3※降り始めから降り終わりまでの一連の降雨量の積算値。

広島市安佐北区口田南５丁目【２名死亡】 府中市木野山町【１名死亡】
広島市南区丹那町【１名死亡】

竹原市新庄町【２名死亡】竹原市東野町【１名死亡】

東広島市河内町中河内【３名死亡】三原市久井町【２名死亡】広島市安芸区矢野東７丁目外【12名死亡】
■ 土 砂 災 害 の 発 生 状 況※発生件数は土砂災害危険箇所で土砂災害が発生した箇所，土砂災害危険箇所以外で土砂災害による人的被害及び人家被害等が発生した件数（広島県土木建築局砂防課調べ） H30.9.7時点 最終報広島市安芸区上瀬野【4名死亡】

尾道市防地町外【２名死亡】
呉市阿賀南９丁目【 １名死亡】坂町小屋浦【15名死亡】

呉市天応⻄条外【10名死亡】

広島市安佐北区⼝⽥南３丁目【１名死亡】 熊野町川角５丁目【 12名死亡】土砂災害による人的被害計 87 名 東広島市⻄条町下三永【３名死亡】

呉市⾳⼾町早瀬２丁目【２名死亡】 呉市安浦町中畑外【 ４名死亡】 東広島市⻄条町⾺⽊【２名死亡】

土砂災害発生状況土砂災害発生箇所数(※)1,242 箇所
三原市木原６丁目【１名死亡】

呉市吉浦新出町【３名死亡】 竹原市港町５丁目【１名死亡】
三原市大和町【２名死亡】

⼟⽯流地すべり急傾斜凡例

4444
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②崩壊斜面 ③崩壊状況
崩壊幅 W=11.0m

（２）南幸町１３地区の被害状況（２）南幸町１３地区の被害状況（２）南幸町１３地区の被害状況（２）南幸町１３地区の被害状況

被災状況写真（南幸町１３地区）被災状況写真（南幸町１３地区）被災状況写真（南幸町１３地区）被災状況写真（南幸町１３地区）

6

海田南小学校海田南小学校海田南小学校海田南小学校斜面崩壊地



4

7

事業の目的事業の目的事業の目的事業の目的

風水害，震災等が発生した地域について，急傾斜風水害，震災等が発生した地域について，急傾斜風水害，震災等が発生した地域について，急傾斜風水害，震災等が発生した地域について，急傾斜

地崩壊防止施設を緊急的に施工することにより，地崩壊防止施設を緊急的に施工することにより，地崩壊防止施設を緊急的に施工することにより，地崩壊防止施設を緊急的に施工することにより，

再度災害の防止を図る。再度災害の防止を図る。再度災害の防止を図る。再度災害の防止を図る。

参考：急傾斜地崩壊対策施設

（３）災害関連緊急急傾斜地崩壊対策事業の概要（３）災害関連緊急急傾斜地崩壊対策事業の概要（３）災害関連緊急急傾斜地崩壊対策事業の概要（３）災害関連緊急急傾斜地崩壊対策事業の概要

（南幸町１３地区）（南幸町１３地区）（南幸町１３地区）（南幸町１３地区）

※※※※以下，「災関緊急事業」という。以下，「災関緊急事業」という。以下，「災関緊急事業」という。以下，「災関緊急事業」という。

急傾斜地とは？急傾斜地とは？急傾斜地とは？急傾斜地とは？

・斜面角度・斜面角度・斜面角度・斜面角度30303030°°°°以上・斜面高さ５以上・斜面高さ５以上・斜面高さ５以上・斜面高さ５mmmm以上以上以上以上

30°°°°以上以上以上以上

高さ：高さ：高さ：高さ：5m以上以上以上以上

斜面下端

斜面上端

8
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・地中にしみ込んだ水分が・地中にしみ込んだ水分が・地中にしみ込んだ水分が・地中にしみ込んだ水分が土の抵抗力を土の抵抗力を土の抵抗力を土の抵抗力を

弱め弱め弱め弱め、雨や地震などの影響によって急激、雨や地震などの影響によって急激、雨や地震などの影響によって急激、雨や地震などの影響によって急激

に斜面が崩れ落ちることをいいます。に斜面が崩れ落ちることをいいます。に斜面が崩れ落ちることをいいます。に斜面が崩れ落ちることをいいます。

がけ崩れについてがけ崩れについてがけ崩れについてがけ崩れについて

施設レイアウト（予定）

10101010
海田南小学校 工事用道路（検討中）工事用道路（検討中）工事用道路（検討中）工事用道路（検討中） 砂防堰堤砂防堰堤砂防堰堤砂防堰堤堆砂敷堆砂敷堆砂敷堆砂敷

災関緊急事業（南幸町１３地区）※災害関連緊急砂防事業（南幸川）の施設レイアウト（予定）も併せて表示
吹付法枠工吹付法枠工吹付法枠工吹付法枠工
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工事用道路（検討中）切土 吹付法枠工
吹付法枠工および工事用道路（検討中）のイメージ図（予定）

11111111
盛土

吹付モルタル吹付モルタル吹付モルタル吹付モルタル
12

法面の風化・浸食を防止するとと法面の風化・浸食を防止するとと法面の風化・浸食を防止するとと法面の風化・浸食を防止するとともに，法面表層の崩壊を抑制するもに，法面表層の崩壊を抑制するもに，法面表層の崩壊を抑制するもに，法面表層の崩壊を抑制する目的で作る施設です。目的で作る施設です。目的で作る施設です。目的で作る施設です。吹付法枠工吹付法枠工吹付法枠工吹付法枠工

吹付法枠工イメージ図吹付法枠工イメージ図吹付法枠工イメージ図吹付法枠工イメージ図
フレーム型枠フレーム型枠フレーム型枠フレーム型枠

枠内緑化枠内緑化枠内緑化枠内緑化
急傾斜対策について急傾斜対策について急傾斜対策について急傾斜対策について
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事事事事 業業業業 説説説説 明明明明・急傾斜地事業の概要・急傾斜地事業の概要・急傾斜地事業の概要・急傾斜地事業の概要・境界立会等のお願い・境界立会等のお願い・境界立会等のお願い・境界立会等のお願い・急傾斜指定のお願い・急傾斜指定のお願い・急傾斜指定のお願い・急傾斜指定のお願い☆用地境界立会☆用地境界立会☆用地境界立会☆用地境界立会☆急傾斜指定に伴う同意☆急傾斜指定に伴う同意☆急傾斜指定に伴う同意☆急傾斜指定に伴う同意用地の無償借地契約用地の無償借地契約用地の無償借地契約用地の無償借地契約平成平成平成平成30303030年年年年12121212月～月～月～月～事業に必要な土地を確定し，事業に必要な土地を確定し，事業に必要な土地を確定し，事業に必要な土地を確定し，急傾斜地崩壊危険区域の指定に急傾斜地崩壊危険区域の指定に急傾斜地崩壊危険区域の指定に急傾斜地崩壊危険区域の指定に関する同意をお願いします。関する同意をお願いします。関する同意をお願いします。関する同意をお願いします。

概略設計概略設計概略設計概略設計（継続作業中）（継続作業中）（継続作業中）（継続作業中）現地測量現地測量現地測量現地測量地質調査地質調査地質調査地質調査詳細設計詳細設計詳細設計詳細設計
（４）今後のスケジュール

13131313

※※※※本日本日本日本日のののの説明会説明会説明会説明会 工工工工 事事事事 着着着着 手手手手※※※※災関緊急事業災関緊急事業災関緊急事業災関緊急事業
工工工工 事事事事 説説説説 明明明明

平成平成平成平成32323232年年年年3333月予定月予定月予定月予定工工工工 事事事事 完完完完 成成成成※※※※災関緊急事業災関緊急事業災関緊急事業災関緊急事業

【【【【急傾斜地崩壊危険区域急傾斜地崩壊危険区域急傾斜地崩壊危険区域急傾斜地崩壊危険区域】】】】に指定する必要に指定する必要に指定する必要に指定する必要

がありますがありますがありますがあります

○○○○指定基準指定基準指定基準指定基準

・・・・高さが高さが高さが高さが5m以上の急傾斜地以上の急傾斜地以上の急傾斜地以上の急傾斜地

崩壊により危害が生じる恐れのある官崩壊により危害が生じる恐れのある官崩壊により危害が生じる恐れのある官崩壊により危害が生じる恐れのある官

公署，学校，病院，旅館等又は５公署，学校，病院，旅館等又は５公署，学校，病院，旅館等又は５公署，学校，病院，旅館等又は５戸以戸以戸以戸以

上の人家が上の人家が上の人家が上の人家がある急傾斜地ある急傾斜地ある急傾斜地ある急傾斜地

・・・・

その他知事が法第その他知事が法第その他知事が法第その他知事が法第17条第条第条第条第1項各号に掲げ項各号に掲げ項各号に掲げ項各号に掲げ

る行為が行われることを制限する必要る行為が行われることを制限する必要る行為が行われることを制限する必要る行為が行われることを制限する必要

があると認める急傾斜地があると認める急傾斜地があると認める急傾斜地があると認める急傾斜地

・・・・

14

事業を実施するにあたって事業を実施するにあたって事業を実施するにあたって事業を実施するにあたって
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30°以上
急傾斜地急傾斜地急傾斜地急傾斜地誘発助長区域誘発助長区域誘発助長区域誘発助長区域被害想定区域被害想定区域被害想定区域被害想定区域 急傾斜地崩壊危険区域急傾斜地崩壊危険区域急傾斜地崩壊危険区域急傾斜地崩壊危険区域

※※※※誘発助長区域：誘発助長区域：誘発助長区域：誘発助長区域：急傾斜地の崩壊が助長され，または誘発されるおそれのある区域急傾斜地の崩壊が助長され，または誘発されるおそれのある区域急傾斜地の崩壊が助長され，または誘発されるおそれのある区域急傾斜地の崩壊が助長され，または誘発されるおそれのある区域※※※※被害想定区域：被害想定区域：被害想定区域：被害想定区域：急傾斜地の崩壊により被害を受けるおそれのある区域急傾斜地の崩壊により被害を受けるおそれのある区域急傾斜地の崩壊により被害を受けるおそれのある区域急傾斜地の崩壊により被害を受けるおそれのある区域
誘発助長区域誘発助長区域誘発助長区域誘発助長区域

15

急傾斜地崩壊危険区域について急傾斜地崩壊危険区域について急傾斜地崩壊危険区域について急傾斜地崩壊危険区域について

【【【【急傾斜地崩壊危険区域急傾斜地崩壊危険区域急傾斜地崩壊危険区域急傾斜地崩壊危険区域】】】】に指定するために指定するために指定するために指定するため

には，には，には，には，土地所有者の同意土地所有者の同意土地所有者の同意土地所有者の同意が必要となります。が必要となります。が必要となります。が必要となります。

指定できない場合は，工事が実施できませんの

でご協力をお願いします。

急傾斜地崩壊対策施設の設置箇所について，急傾斜地崩壊対策施設の設置箇所について，急傾斜地崩壊対策施設の設置箇所について，急傾斜地崩壊対策施設の設置箇所について，

県が県が県が県が無償借地無償借地無償借地無償借地により，実施します。により，実施します。により，実施します。により，実施します。

16

事業を実施するにあたって事業を実施するにあたって事業を実施するにあたって事業を実施するにあたって
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【【【【急傾斜地崩壊危険区域急傾斜地崩壊危険区域急傾斜地崩壊危険区域急傾斜地崩壊危険区域】】】】においては、次に

掲げる行為は広島県知事の許可が必要となる

制限行為があります。

1.水を放流し、又は停滞させる行為や水の浸透を助長する行為

2.ため池、用水路等の急傾斜地崩壊防止施設以外の施設又は

工作物の設置や改造

3.法切、切土、掘削又は盛土

4.立木竹の伐採

5.土砂の採取又は集積

6.木竹の滑下又は地引きによる搬出

7.その他、急傾斜地の崩壊を助長し、

又は誘発するおそれのある行為 17

事業を実施するにあたって事業を実施するにあたって事業を実施するにあたって事業を実施するにあたって

用地契約に先立ち，土地と土地との境界用地契約に先立ち，土地と土地との境界用地契約に先立ち，土地と土地との境界用地契約に先立ち，土地と土地との境界

を確定する必要があります。を確定する必要があります。を確定する必要があります。を確定する必要があります。

その際には，原則，土地所有者が土地のその際には，原則，土地所有者が土地のその際には，原則，土地所有者が土地のその際には，原則，土地所有者が土地の

境界を現地立会の上で確認していただく必境界を現地立会の上で確認していただく必境界を現地立会の上で確認していただく必境界を現地立会の上で確認していただく必

要がありますので，ご出席をお願いします。要がありますので，ご出席をお願いします。要がありますので，ご出席をお願いします。要がありますので，ご出席をお願いします。

（関係者には改めて連絡します）（関係者には改めて連絡します）（関係者には改めて連絡します）（関係者には改めて連絡します）
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用地境界立会について用地境界立会について用地境界立会について用地境界立会について
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事業に関する問合せ先事業に関する問合せ先事業に関する問合せ先事業に関する問合せ先

広島県西部建設事務所 広島市南区比治山本町16-12

【工事に関すること】

災害復旧チーム TEL 082-250-8162

担当：冨士田・山田

【用地・補償に関すること】

用地第一課 TEL 082-250-8152

担当：間世田・平塩
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